
 

老人福祉法 

（老人福祉センター） 

第二十条の七 老人福祉センターは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるととも

に、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与するこ

とを目的とする施設とする。 

(平二法五八・追加) 

 

 (施設の設置) 

第十五条 都道府県は、老人福祉施設を設置することができる。 

～中略～ 

５ 国及び都道府県以外の者は、社会福祉法の定めるところにより、軽費老人ホーム又は老人福祉セン

ターを設置することができる。 

 (昭六〇法九〇・平二法五八・平六法五六・平九法一二四・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一五法

一一九・平二三法七二・一部改正) 

 

社会福祉法 

(定義) 

第二条 この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。 

３ 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。 

      ～中略～ 

四 老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多

機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業及び同法に規定

する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経

営する事業 

 

老人福祉センター設置運営要綱 

第一 総則 

一 目的 

老人福祉センターは、地域の老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上

及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もつて老人に健康で明るい生活を営ませること

を目的とする。 

 

 

資料２ 
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